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○
復
興
庁
令
第
一
号

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
、
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四

年
法
律
第
二
十
五
号
）
、
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
施
行
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
四
百
九
号
）
及
び
関
係
法
令
の

規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
関
係
法
令
を
実
施
す
る
た
め
、
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
施
行
規
則
及
び
福
島
復
興
再
生
特

別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
庁
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

義
偉

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
施
行
規
則
及
び
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
庁
令

（
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
三
年
内
閣
府
令
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
一
条
第
三
項
第
二
号
中
「
美
し
く
豊
か
な
自
然
を
保
護
す
る
た
め
の
海
岸
に
お
け
る
良
好
な
景
観
及
び
環
境
の
保
全
に

係
る
海
岸
漂
着
物
等
の
処
理
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」
を
「
美
し
く
豊
か
な
自
然
を
保
護
す
る
た
め
の
海
岸
に
お
け
る
良
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好
な
景
観
及
び
環
境
並
び
に
海
洋
環
境
の
保
全
に
係
る
海
岸
漂
着
物
等
の
処
理
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
登
記
事
項
証
明
書
」
の
下
に
「
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
」
を
加
え
る
。

別
記
様
式
第
一
の
一
中
「
印
」
を
削
り
、
同
様
式
中
注
１
を
削
り
、
注
２
を
注
と
す
る
。

別
記
様
式
第
一
の
二
中
「
印
」
を
削
り
、
同
様
式
中
注
１
を
削
り
、
注
２
を
注
１
と
し
、
注
３
を
注
２
と
す
る
。

別
記
様
式
第
二
の
一
か
ら
別
記
様
式
第
八
の
一
ま
で
の
様
式
中
「
印
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
八
の
二
中
「
印
」
を
削
り
、
同
様
式
中
「
登
記
事
項
証
明
書
」
の
下
に
「
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
」
を
加

え
る
。

別
記
様
式
第
九
の
一
中
「
印
」
を
削
り
、
同
様
式
の
備
考
中
２
を
削
り
、
３
を
２
と
し
、
同
様
式
の
備
考
４
中
「
令
第
10

条
第
２
項
第
２
号
」
を
「
令
第
９
条
第
２
項
第
２
号
」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
中
４
を
３
と
し
、
５
を
４
と
す
る
。

別
記
様
式
第
九
の
二
中
「
印
」
を
削
り
、
同
様
式
の
備
考
中
２
を
削
り
、
３
を
２
と
し
、
４
を
３
と
し
、
５
を
４
と
す
る
。

別
記
様
式
第
十
中
「
印
」
を
削
り
、
同
様
式
の
備
考
中
６
を
削
る
。

（
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
四
年
復
興
庁
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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別
記
様
式
第
一
の
一
中
「
印
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
一
の
二
中
「
印
」
を
削
り
、
同
様
式
中
注
１
を
削
り
、
注
２
を
注
と
し
、
同
様
式
の
備
考
中
「
日
本
工
業
規

格
」
を
「
日
本
産
業
規
格
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
一
の
三
中
「
印
」
を
削
り
、
同
様
式
中
注
１
を
削
り
、
注
２
を
注
１
と
し
、
注
３
を
注
２
と
し
、
同
様
式
の

備
考
中
「
日
本
工
業
規
格
」
を
「
日
本
産
業
規
格
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
の
一
か
ら
別
記
様
式
第
十
五
ま
で
の
様
式
中
「
印
」
を
削
り
、
同
様
式
の
備
考
中
「
日
本
工
業
規
格
」
を

「
日
本
産
業
規
格
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
六
中
「
印
」
を
削
り
、
同
様
式
中
注
１
を
削
り
、
注
２
を
注
と
し
、
同
様
式
の
備
考
中
「
日
本
工
業
規
格

」
を
「
日
本
産
業
規
格
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
七
中
「
印
」
を
削
り
、
同
様
式
中
注
１
を
削
り
、
注
２
を
注
１
と
し
、
注
３
を
注
２
と
し
、
同
様
式
の
備

考
中
「
日
本
工
業
規
格
」
を
「
日
本
産
業
規
格
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）
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第
一
条

こ
の
庁
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
庁
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
庁
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に

よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
庁
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２

こ
の
庁
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。


